
明日香村 

産後ケア事業のご案内 
 

「授乳がうまくいかない」「泣いたときどうしたらいいの」「赤ちゃんのお世話ってこれでいいの」・・・

など、日々の育児の心配や不安を解消し、産後の体調を整えるために、明日香村が委託する医療機関及び

助産所等で、産後のママと赤ちゃんが助産師等による専門的なケアを受け、自宅で安心して育児ができ

るように支援する事業です。 

 

対象  ・ 明日香村に住民票がある出産後１年未満のママと赤ちゃん 

（事業所によって対象年齢が異なります） 

     ・流産・死産を経験して１年未満の方 

      ※医療行為が必要な場合や、感染症（疑いを含む）にかかっている場合は利用できません。 

 

内容  ・ママのからだとこころのケア（産後の生活に関するアドバイス、心身の休養） 

    ・乳房のケアまたは、授乳方法に関する相談 

    ・赤ちゃんのお世話の仕方や相談など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用回数 ３回まで（どの型を選んでも OK） 

 

 

産後ケア利用者自己負担額  

種類＼世帯状況 
居宅 

訪問型 

通所型 短期入所型 

（2時間） （4時間） （6時間） （8時間） （24時間） 

村民税課税世帯 無料 1,000円 1,500円 2,000円 2,500円 5,000円 

村民税非課税世帯 無料 300円 500円 800円 1,000円 2,500円 

生活保護世帯 無料 無料 無料 無料 無料 無料 

宿泊型 通所型 短期入所型 

事業所へ 

お泊まりでのケア 

事業所へ 

日帰りでのケア 
ご自宅でのケア 

「一日を通して子育てや
授乳等のアドバイスやケ
アを受けたい」といった
方等におすすめ 

「気分転換に通いで子
育てのアドバイスやケ
アを受けたい」という
方等におすすめ 

「産後すぐのため、自宅でゆっ
くり子育てのアドバイスやケア
を受けたい」「パパも一緒に話を
聞きたい」という方におすすめ 



 

利用の流れ 

①健康こども福祉課窓口で事前申請をする。 

②村から申請者のご自宅へ「利用審査決定通知書」と「利用券」が届きます。 

③「利用券」が届いたら事業所に直接電話で申込みをする。 

④サービスを受けられたら事業所に利用券と自己負担金を支払う。 

 

利用の注意 

・感染症の疑いがある方や、入院等の医療行為が必要となる方は、利用できない場合があります。 

・利用者都合による日程の変更・中止は利用日の前日までに事業所にご連絡ください。当日以降の

連絡や無断でのキャンセルの場合はキャンセル料が発生します。 

・明日香村民でなくなった場合は明日香村産後ケア事業を利用することはできません。 

実施機関 

 

事業所 

サービス内容 

受け入れ

可能月齢 
居宅 

訪問型 

通所型 
短期 

入所型 

（2 時間） （4 時間） （6 時間） （8 時間） （24 時間） 

赤崎クリニック 

住所：桜井市谷 111  

TEL：0744-43-2468 

    ● ● 
４か月 

未満 

酒本産婦人科 

住所：橿原市内膳町 4-4-26  

TEL：0744-25-3389 

 ●   ● ● 
３か月 

未満 

さくらレディース 
クリニック 
住所：橿原市上品寺町 528  

TEL：0744-23-1199 

  ● ● ● ● 
４か月 

未満 

心友助産院 

住所：北葛城郡広陵町三吉 260-3  

TEL：0745-55-8700 

  ● ● ● ● 
１２か月 

未満 

のんの助産院 

住所：香芝市瓦口 68-1 ｻﾝﾄｩﾈｰﾙ寿 501 

TEL：0744-43-2468 

 ● ● ● ●  
１２か月 

未満 

もとやま助産所 

TEL：090-1916-5804 
●      

１２か月 

未満 

※持ち物やタイムスケジュールは事業所により異なるため、事前に利用事業所にご確認ください。 

 

 

お問合せ 

明日香村健康こども福祉課 

TEL：０７４４－５４－５５５０ 

FAX：０７４４－５４－５５５１ 


